　　　食品業界の信頼回復のために、関係技術者と技術士の皆さんに訴える

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２０年　１月　２１日

（社）日本技術士会　 農業部会、

同　　　　　 水産部会、

同　　　　　 生物工学部会

同　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ食品技術士ｾﾝﾀｰ　

同　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ食品産業関連技術懇話会

私共、日本技術士会の食品関連各組織は、不祥事の続発する食品業界の最近の状況に深い憂慮と強い危機感を持ち、広く食品業界の技術者と技術士の皆さんに対し、食品と食品業界の信頼回復のため、共に協力して最大限の努力を傾けるよう強く訴えるものです。

①食品業界では、近年各種の不祥事が続いていますが、昨年は特に有名企業を含め、賞味期限・産地・原料の偽装などの不正行為が続発し、社会と消費者の信頼を著しく失いました。

　②その責任は、経営者が最も重く負うべきですが、全ての食品産業関系者にとって「他人ごと」ではありません。特に技術者は、企業現場で企画・開発・製造・品質管理などに直接携わる者として、食品の安全確保・品質管理・不正防止に重大な責任があります。技術者は、国民の生命と健康に果たす責任と誇りを持ち、夫々の職分に応じて、そのために最善を尽くさねばなりません。

　　　　　　　③最近の不祥事の多くは、内部告発が端緒になって発覚しています。状況によって不正を告発することも必要ですが、技術者として最も重要なのは、不正が行われないような「仕組み造り」だと思われます。そのためには企業現場の状況に対応して、例えば経営者や関係者への助言、法令や基準の周知、作業マニュアルの徹底、安全相談窓口の開設、製造記録の整備、衛生管理マニュアルの策定、ＨＡＣＣＰ・ＩＳＯなどのシステム構築、トレーサビリテイの確立などに努めることが求められます。
　④技術士資格を持つ技術者は、技術コンサルタントか企業内技術士か、また、日本技術士会会員か非会員かに関らず、技術士法に明記された「公益性擁護」の立場を堅持し、自分自身の「技術者倫理」の向上に努め、消極的に法令を守るだけでなく、「企業倫理実現」の先頭に立って積極的に行動すべきです。また、企業内技術士は経営者や職場上司・同僚のよき相談相手となり、所属企業と食品業界への信頼を築くため、関係者と協力して日常的に努力することが望まれます。

⑤我々技術士組織は、食品の安全・安心のための様々な「仕組み造り」に関して、企業の相談や要請に対応する用意があり、このような貢献をすることが現時点における我々の果たすべき社会的責務と信じるものです。

　

	本件に関するお問い合わせ先：

日本技術士会農業部会幹事　加藤　洋

電話＆ＦＡＸ　０２９－８７２－９２６０

メール　　jzk00553@jcom.home.ne.jp


参考：社団法人　日本技術士会について

　　　＊本部　東京都港区虎ノ門４－１－２０

　　　＊技術士法に基づく唯一の技術士による公益法人、１９５１年設立　　

　　　＊正会員　約１２０００人　　　準会員　約３３６０人　（０７年３月現在）
　　　＊技術士は、技術士法により次のように定義され、国家試験を経て資格を取得する。「科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、設計、分析、試験、評価またはこれに関する指導の業務を行う者を云う」

　　　＊日本技術士会は技術士の社会的地位の向上、会員の研鑽などを目的とする技術士の任意加入組織である。

＊技術士法に定められた義務と、会としての「技術士倫理綱領」「技術士ビジョン21」を掲げ、技術士の社会的役割と倫理規範を明らかにしている。

　　　＊建設・上下水道・電気電子・機械・航空宇宙・原子力放射線など２１の部門から成り、専門分野と地域ごとの支部が活動している。

　　　＊今回のアピールは食品に関連する技術士の多い農業・水産・生物工学の３部門と

　　　　食品関連の部門横断的ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑが連名で発信した。

　

